
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

平成２０年２月２８日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

インターネット接続型多機能ロッカー 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本製品は、駅構内、ショッピングセンター等に設置されるロッカーで、会員向け

にクリーニングの取次サービスや荷物（宅配物等）の発送／受渡サービスを提供す

るとともに、非会員に対する物品の一時預かりサービスを提供する。 

インターネット回線を経由して管理センターと接続され、各種サービスの管理、

利用者に対する通知、利用料金の回収などが行われる。 

 

○構造、仕様、意匠 

 タッチパネル、磁気カードリーダー、バーコードリーダー、レシートプリンタ

等を内蔵した制御部、制御される電気錠を内蔵した箱が列になったものである。

 定 格：１００Ｖ、５０－６０Ｈｚ、２００Ｗ 

 

○主な使用者、販売先 

駅構内、コンビニエンスストア、ショッピングセンター、マンション等 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 特定電気用品以外の電気用品中、交流用電気機械器具の「その他の電気機械器具

付家具」として取り扱う。 

 

（理由） 

 本製品は、電気機械器具を取り付けたロッカー（家具）であることから、「その

他の電気機械器具付家具」として取り扱うことが妥当と判断する。 

 

 


